
骨太方針2018及び未来投資戦略2018における科学技術・学術政策に関する記載について

第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組

経済財政運営と改革の基本方針2018（骨太方針）（2018年6月15日）①

少子高齢化が進む中、持続的な成長経路の実現に向けて潜在成長率
を引き上げるため、サプライサイドの改革として、一人ひとりの人材の質
を高める「人づくり革命」と、成長戦略の核となる「生産性革命」に最優先
で取り組むとともに、働き方改革を推進していく。
すなわち、「人づくり革命」により、人生100年時代を見据え、誰もがいく
つになっても活躍することができる社会を構築する。
「生産性革命」により、過去最高の企業収益を設備投資などにつなげる
とともに、ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットなど第４次産業革命の社会実装による
「Society 5.0」の実現を進める。
働き方改革により、誰もが生きがいを感じて、いくつになってもその能
力を思う存分発揮できる社会を実現する。
また、現下の深刻な人手不足を踏まえ、専門的・技術的な外国人材の
受入れを進める。
経済の好循環を地域に広げていくため、地域経済を支える中小企業へ
の支援などを通じて地域に雇用を確保し、新しいひとの流れを生み出す
ことで、地方創生を実現する。

２．生産性革命の実現と拡大
（１）基本的考え方
昨年末の「新しい経済政策パッケージ」では、2020年までの３年間を生
産性革命・集中投資期間とし、あらゆる施策を総動員することとした。「未
来投資戦略2018」では、成長戦略のスコープとタイムフレームを広げて、
「Society 5.0」を本格的に実現するため、これまでの取組の再構築、新た
な仕組みの導入を図る。
第４次産業革命の社会実装により、日本の強み（技術力、人材、豊富
なリアルデータ、資金）を最大活用して、誰もが活躍でき、様々な人口減
少・高齢化、エネルギー・環境制約などの社会課題を解決できる、日本
ならではの持続可能でインクルーシブな経済社会システムである
「Society 5.0」を実現するとともに、これによりＳＤＧｓの達成に寄与する。
日本経済の潜在成長力を大幅に引き上げ、名目ＧＤＰを600兆円（2020
年頃）から更に押し上げるため、「未来投資戦略2018」に基づき、以下の
成長戦略を、スピード感をもって推進する。

（５）イノベーション・エコシステムの早期確立
世界でこれまでの延長線上にない破壊的イノベーションが進展し、我
が国のイノベーション力の相対的低下が危惧されている中、産業界を
含む各主体が意識改革を行うとともに、イノベーションが自律的かつ持
続的に生まれ続けていく「イノベーション・エコシステム」を早期に確立
する。大学が知識集約産業の中核として、このエコシステムを支える役
割を果たすべく改革を進め、大学等が生み出す多様なシーズをビジネ
スに結び付けるとともに、我が国イノベーションの国際展開を図る。
①多様なシーズを創出する改革の推進
大学の経営力を高めるため、大学連携・再編の推進、大学ガバナン
スコードの策定、民間資金獲得のための仕組みの導入も含む産学連
携の推進等を図る。また、適切かつ実効性のある評価に基づく年俸制
の導入拡大等を通じて人材流動性の向上、若手の活躍機会創出を図
るとともに政府の競争的研究資金について若手研究者の支援に重点
化を図る。
また、2017年度に行った制度検証結果も踏まえ、失敗も許容した大
胆な挑戦が可能となるよう革新的研究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ）
の研究開発手法を改善・強化し、関係府省庁に普及・定着させるととも
に、関連施策の見直し等も図りつつ、ＩｍＰＡＣＴの取組が節目を迎える
ことを受け、より野心的な構想の下、関係府省庁が一体となって集中・
重点的に研究開発を推進する仕組み（ムーンショット型の研究開発制
度）を検討し、政府全体として非連続的なイノベーションを生み出す研
究開発を継続的かつ安定的に推進する。

（２）投資とイノベーションの促進
① 科学技術・イノベーションの推進
「Society 5.0」の実現、イノベーション・エコシステムの構築に向けて、

「第５期科学技術基本計画」及び「統合イノベーション戦略」に基づき、
官民を挙げて研究開発を推進する。若手研究者への重点支援やオー
プンイノベーションの仕組みの推進等により、我が国の基礎科学力・基
盤技術から社会への実装までを強化するとともに、地方創生につなげ
る。
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骨太方針2018及び未来投資戦略2018における科学技術・学術政策に関する記載について

第３章 「経済・財政一体改革」の推進

（２）投資とイノベーションの促進
① 科学技術・イノベーションの推進
（続き）

中長期的な視点で官民共同研究開発投資プロジェクトを具体的か

つ計画的に拡大するとともに、国の予算について安定的に研究開発

に取り組めるよう多年度にわたる取組を進める。政府研究開発投資

について、本基本方針の第３章の新計画との整合性を確保しつつ、

対ＧＤＰ比１％にすることを目指し所要の規模の予算が確保されるよ

う努めるとともに、民間企業が研究開発投資対ＧＤＰ比３％を目指す

ことを表明したことを踏まえ、2025年までに企業から大学、国立研究

開発法人等への投資を３倍増とすることを目指し、これらにより、官民

合わせた研究開発投資を対ＧＤＰ比４％以上とすることを目標とする。

その際、認知症、再生医療、ゲノム医療、革新的エネルギー技術、イ

ンフラ維持管理・更新などの社会的課題解決に資する研究開発を、

優先順位を付けて推進する。

未来の科学技術・イノベーションの担い手の教育に当たっては、ＳＴ

ＥＭ、プログラミング、英語について世界トップレベルの学力の獲得を

目指す。特に、ＳＴＥＭについては、人材育成や教員養成・確保を図る

とともに、このための戦略を定め、目標を明らかにし、工程化して進め

る。

我が国の国際競争力を強化する観点から、「知的財産推進計画」

や「人工知能技術戦略実行計画」の策定・実行を進めるとともに、サイ

バーセキュリティ対策、先端技術の国際標準化などに官民挙げて取り

組む。

４．主要分野ごとの計画の基本方針と重要課題
（４）文教・科学技術等

（基本的考え方）

全ての子どもたちが必要な力を身に付け、その質を持続発展させて

いくとともに、少子化や施設老朽化等の中長期的展望の下、外部人材

等の多様なリソースを活用しながら、頑張る教育機関が報われる仕組

みの拡充などメリハリをつけた予算配分を行う。

世界最高水準の「イノベーション国家創造」に向けて、官民研究開発

投資の拡大を目指す。政府研究開発投資について、新計画との整合

性を確保しつつ、対ＧＤＰ比１％にすることを目指し所要の規模の予算

が確保されるよう努めるとともに、官民合わせた研究開発投資を対ＧＤ

Ｐ比４％以上とすることを目標とする。

少子化の進展を踏まえた予算の効率化、イノベーション創出による歳

出効率化等、エビデンスに基づくＰＤＣＡサイクルの徹底を基本として、

以下の改革を進める。

第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組

経済財政運営と改革の基本方針2018（骨太方針）（2018年6月15日）②



未来投資戦略2018―Society 5.0に向けた改革― （2018年6月15日）①

骨太方針2018及び未来投資戦略2018における科学技術・学術政策に関する記載について

第１ 基本的視座と重点施策組

４．経済構造革新への基盤づくり
(1)データ駆動型社会の共通インフラの整備
② AI時代に対応した人材育成と最適活用

AI時代には、高い理数能力でAI・データを理解し、使いこなす力に加
えて、課題設定・解決力や異質なものを組み合わせる力などのAIで代
替しにくい能力で価値創造を行う人材が求められることに鑑み、教育改
革と産業界等の人材活用の面での改革を進めるとともに、「人生100年
時代」に対応したリカレント教育を大幅に拡充する。

③イノベーションを生み出す大学改革と産学官連携
第４次産業革命が進展する中、知と人材の集積拠点である大学・国立
研究開発法人のイノベーション創造への役割が重さを増しつつある中、
イノベーションの果実が次の研究開発に投資されるイノベーションエコ
システムを産学官が協力して構築する。

・若手研究者の活躍の機会を増大させるため、国立大学の教員につい
て年俸制を段階的に拡大するとともに、適切かつ実効性のある業績評
価に基づく給与水準の決定を徹底する。また、若手研究者が自立的に
研究に挑戦できるよう、科学研究費助成事業等について若手向け研究
種目への重点化を図る。

第２ 具体的施策

Ⅰ．「Society 5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変革の牽引力
となる「フラッグシップ・プロジェクト」等

[１]「生活」「産業」が変わる
２．次世代ヘルスケア・システムの構築
（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）個人にあった健康・医療・介護サービス提供の基盤となるデータ利活
用の推進

⑤ビッグデータとしての健康・医療・介護情報解析基盤の整備
・次世代医療基盤法に基づき、国民の理解の増進をはじめ、産学官によ
る匿名加工医療情報の医療分野の研究開発への利活用を推進する措置
を着実に実施する。その際、データ活用基盤を構築・運営する人材や、医
療情報を利活用できる人材の育成を充実させ、我が国のデータ利活用基
盤の構築・運営手法等の新興国・途上国等への展開を図る。

ⅱ）勤務先や地域も含めた健康づくり、疾病・介護予防の推進
①総合的な認知症対策、高齢者の社会参加等の促進、介護予防
ア）総合的な認知症対策の推進
・国内の関連データベースやレジストリの更なる連携等を図ることにより、
病態等の解明を進め、認知症の早期発見・予防法や診断法の確立を目
指す。
・超早期予防から発症後の生活支援・社会受容のための環境整備も含め、
自治体、研究者、企業等が連携し、「認知症の人にやさしい」新たな製品
やサービスを生み出す実証フィールドを整備すべく、本年度、認知症研究
のための官民連携に向けた枠組みの整備等を図る。

ⅴ）国際展開等
・国際的に脅威となる感染症対策について、長崎大学を中核とした研究拠
点の形成等による、人材育成を含めた研究能力・機能の強化、2020年東
京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた発生動向調査・検査体
制・治療体制の強化、指定医療機関の拡充等を推進する。



骨太方針2018及び未来投資戦略2018における科学技術・学術政策に関する記載について

Ⅱ．経済構造革新への基盤づくり －科学研究費助成事業及び科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業
について、若手関連種目への重点化を図るとともに、新興・融合領域の開
拓に資する挑戦的な研究を推進する。
－その他の各府省の競争的研究費についても、若手の育成や支援を重視
した仕組みの導入や充実を検討する。
－加えて、プロジェクト型競争的研究費により雇用される若手等が当該プ
ロジェクト以外の研究活動を行う際の要件について、本年度中に考え方を
整理する。
・来年度から若手研究者を中心に新興・融合領域の開拓や挑戦的な研究
の強化も含め、研究生産性の高い事業等へのリソースの重点投下・制度
改革や、若手研究者を対象とした研究能力の向上及び研究者ネットワーク
の構築にも資する海外特別研究員事業の拡充、共同利用・共同研究体制
の強化等を図る研究力向上加速プランを実施する。
・若手研究者等が、競争的な環境の下、腰を据えて研究に取り組み自身の
キャリアを構築できるよう、卓越研究員事業の実施等により、活躍の場の
確保や研究マネジメント力の向上を図る。
・産学官連携を支え、生産性の飛躍的向上の基盤となる高速電子計算機
施設、放射光施設、中性子線施設等の先端的な研究施設・設備の整備・
共用やポスト「京」の開発を進めるとともに、大学等が有する研究設備・機
器等を有効活用するための研究組織内共用システムについて平成32年度
末までに100組織を目指して展開し、複数大学、高等専門学校、公設試等
が連携した研究機器相互利用ネットワークを構築する。

ⅱ）我が国は強い分野への重点投資
・世界を先導する経済的・社会的価値の創出に向け、我が国の基礎科学
力・人的基盤の強みを最大限にいかして、世界の第一線で活躍する人材
の糾合の場となり国際頭脳循環の核となる世界トップレベルの研究拠点や、
情報科学技術を核として「Society 5.0」の実現を目指す先端中核拠点の形
成を着実に進める。
・研究拠点や研究基盤の整備に当たっては、知識集約社会の形成を目指
し、国際的に優位な学術情報通信基盤等やこれまでの集積を活用するとと
もに、組織のトップのマネジメントの下、内外のトップ研究者を結集し、イノ
ベーション・ベンチャーのエコシステムの構築等を通じて、産学官の枠を超
え、リソースを結集して行う。

[１]データ駆動型社会の共通インフラの整備
２．ＡＩ時代に対応した人材育成と最適活用
２－１．ＡＩ時代に求められる人材の育成・活用
（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）大学等におけるＡＩ人材供給の拡大
・数学、物理学、情報学等の若手研究者が産業界等におけるAIトップ人
材として活躍できるようにするため、ポスドクなどの若手研究者に対する
主にIT・データ分野での複数年の研究支援制度の創設や、インターン
シップや研究資金等の重点配分などによる支援等を行う。

３．イノベーションを生み出す大学改革と産学官連携・ベンチャー支援
３－１．自律的なイノベーションエコシステムの構築
（２）政策課題と施策の目標
第４次産業革命の進展により資本集約型経済から知識集約型経済に
経済構造が変化する中、知と人材の集積拠点である大学・国立研究開
発法人のイノベーション創造への役割は重さを増しつつある。
これまでの改革により、大学等のガバナンスとイノベーション創出力の
強化を図ってきたところであるが、今後、世界と互して競争を行うために
は、イノベーションの果実が次の研究開発に投資されるイノベーションエ
コシステムを産学官が協力して構築することが必要である。
このため、改革の要となる学長等のリーダーシップに基づくガバナンス
の下、強みを有する分野へ投資を集中することで、特色のある研究・教
育活動を展開するとともに、その取組の「見える化」等を更に進め投資を
呼び込み民間資金等を獲得する経営への転換の一層の促進を加速す
る。これらの取組に当たっては、総合科学技術・イノベーション会議が司
令塔として取りまとめた「統合イノベーション戦略」（平成30年６月15日閣
議決定）を踏まえ、産学官連携して推進する。

３）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）大学改革等による知的集約産業の創出
③研究生産性の向上
・研究生産性の向上を図るため、競争的研究費の一体的な見直しに来
年度から着手する。

未来投資戦略2018―Society 5.0に向けた改革― （2018年6月15日）②


